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現在、地域包括ケアシステムにおいて、子供から高齢者まで様々な分野でＯＴの関わりが求め 

   られています。府士会では「地域ケア会議」「介護予防」の２つの施策に重点を置き、各市区町村 

   からの依頼に対応できる人材育成に努めています。今年度も大阪府理学療法士会、大阪府言語聴覚 

士会および大阪府とともに、府士会認定の「地域ケア会議推進リーダー」「介護予防推進リーダー」 

の２つの資格コースの研修会を開催します。地域包括ケア委員会では、お勤め・お住まいの地域で 

より多くのＯＴが活動できるよう人材育成や環境作り、人とのつながり作りを目的に、研修や情報 

交換会を開催しサポートできればと思っています。 

 

今回の研修の目的は『地域ケア会議の目的を理解したうえで会議に参加し、生活行為に着目した 

評価や自立ケアを促すケア方針決定の助言ができる』となっています。 

   リーダー研修を受講するにあたり参加要件がありますので、下記にてご確認下さい。 

 

STEP 1 基礎研修（←今年度は 9月 17日に開催済み） 

STEP 2 リーダー研修（地域ケア会議推進リーダー、介護予防推進リーダー） 

STEP 3 アドバンス研修（助言者のフォローアップや、情報交換、地域ケア会議の見学など） 

 

 

 

 

日時：         

 

 

場所：対面での開催 

会場：難波御堂筋ホール ホール 8A  

〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波 4-2-1  

難波御堂筋ビルディング 

参加費：無料 生涯ポイント ２ポイント 

 定員：７０名（大阪府作業療法士会会員）       

      定員に達し次第申し込み終了とします  

       

 

 

上記の研修に参加された方は、大阪府作業療法士会認定の推進リーダー登録をして頂きます  

  リーダー登録をされた方は、今後 各市町村から大阪府作業療法士会に「地域包括ケア会議」の相談・ 

依頼があった際に、お声がけさせて頂きます。なお、各地域性を配慮してお声がけさせて頂ければと考え 

ていますので、各ブロックから数名登録頂けると幸いです。ご協力よろしくお願いいたします。 

 

窓口：地域包括ケア委員会 chiikihoukatsu.osaka@gmail.com  

病院も地域の 

 
社会資源のひとつ！ 

 

きてね！ 

 OT の役割って？ 

 

地域での 

の 
令和 7 年 12 月 14 日（日） 

「申し込み専用フォーム」 

よりお申し込み下さい 
 

＊今年度のリーダー研修は各 1 回ずつの開催となります。 

＊介護予防推進リーダー研修は令和 8 年 1 月 18 日に開催予定です。 

地域ケア会議 推進リーダー研修 

申込締め切り：令和 7 年 11月 26日（水） 

https://ssl.form-mailer.jp/fms/a1b5a1f2867209


 

 

 

 

 

 

 

 

※1 生活行為向上マネジメント修了者,認知症初期集中研修修了者,介護支援専門員, 

認定作業療法士取得者,府士会会長推薦者など（詳細は申し込み時に要確認） 

※2 各市町村から府士会に依頼があった際、該当するブロックのリーダー取得者に  

お知らせいたします。出務する場合は府士会から公文書を発行します。 

※3 各推進リーダー取得後、研修や情報交換会・交流会に参加できます。 

 

各推進リーダー取得後、府士会がバックアップすること♪ 

＊市町村事業（地域ケア会議の助言者など）の候補者になれる ※2 

＊アドバンス研修に参加ができる ※3 

 

府士会員 

 

基礎研修受講 

● 地域ケア会議推進リーダー研修 

府士会 QR コード 

受講 

チェックしてネ！ 

 大阪府作業療法士会 〒540-0004 大阪市中央区玉造 2-16-8玉造井上ビル 6階 ℡:06-6765-3375 

一般社団法人  

● 介護予防推進リーダー研修 

リーダー研修 受講要件 

 

 

① ブロックで開催する地域包括ケア基礎研修修了者 

② 生活行為向上マネジメント基礎研修修了者 

③ 認知症初期集中研修修了者 

④ 介護保険認定審査委員 または障害者支援区分認定審査委員を 2 年以上 

⑤ 介護支援専門員資格保持者 

⑥ 認定作業療法士取得者 

⑦ 府士会会長推薦者（府士会活動や地域活動実績など考慮） 

⑧ 福祉用具支援相談システム 登録者（必須） 

 

    ＊④、⑤は委嘱状や資格証明できる書類を事前に事務所に FAX か郵送して下さい 

    ＊⑦は府士会長からの推薦書が必要となります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊1 上記 受講要件参照 

        ＊2 各市町村から府士会に依頼があった際、該当するブロックのリーダー取得者にお知らせ 

いたします。出務する場合は府士会から公文書を発行します。 

＊3 各推進リーダー所得後、研修や情報交換会・交流会に参加できます。 

必須要件：令和 7年度 年会費納入者 に加え、下記①～⑦の要件のいずれかを満たすこと 

 

※リーダー研修受講申し込みまでに、『福祉用具支援相談システム登録が必須』 


